
第 38回 ふるさと上川ふれあい祭りふれあい広場出店者募集要項 

 

ふるさと上川ふれあい祭り実行委員会では、会場を盛り上げていただける出店者を募集し

ます。募集要項をご確認のうえ、お申し込みください。 

 

１ 開催日時 

令和 8年 8月 15 日（土） 販売開始 午後 3時 00分～販売終了 午後 8時 00分 

※設置開始可能時間  午前 9時 00分～（予定） 

※撤収開始時間    午後 8時 00分～ 

なお、営業終了後であってもコンサート開催中は来場者の安全確保及び景観維持の

ため、テントの撤去や車両の移動など、目立つ撤収作業は行わないようご協力をお願

いします。 

 

２ 出店場所 

向ノ島公園「ふれあい広場」（阿賀町豊川地内）  ※雨天時は上川体育館 

 

３ 出店資格 

次の全てを満たす個人または団体 

・出店申請者本人が直接販売・運営を行うこと 

・反社会的勢力及びその関係者でないこと 

・実行委員会の指示及び関係法令を遵守できること 

・その他、実行委員会が適当と認める者 

※出店資格を満たさないと判断した場合は、出店決定後または当日であっても出店を

お断りする場合があります。 

 

４ 出店形態 

（１）テント出店（8区画） 

・１区画 約 4ｍ×6ｍ 

・テント、テーブル、イス等の備品は各自でご準備ください。 

・各テント用として分電盤内にコンセント各２口をご用意しますが、使用可能な電力に

は限りがあります。消費電力の大きい機器を使用する場合は、発電機等を各自でご準

備ください。 

・火気または発電機を使用する場合は、必ず消火器を設置してください。 

・水道施設は共同スペースにシンクを設置しますが、利用状況によっては混雑が予想さ

れます。必要に応じて、給排水設備等は各自でご準備ください。（配置図参照） 

・営業許可申請や食品賠償保険などの各種手続きは出店者が責任をもって行ってくだ

さい。 



・１店舗につき搬入出車両は２台までとします。 

 

（２）キッチンカー出店（6台） 

・出店スペースのみの提供となります。 

・営業許可申請や食品賠償保険などの各種手続きは出店者が責任をもって行ってくだ

さい。 

 

５ 募集区画数 

テント出店     8区画 

キッチンカー出店 6台 

※申込多数の場合は、実行委員会において選考優先順位を基に抽選を行います。 

【選考優先順位】 

 1. 出店実績のある町内事業者・団体  2. 町内事業者・団体 

3. 町外事業者・団体         4. その他実行委員会が適当と認めるもの 

 

６ 出店協力金 

テント出店    1区画（約 4ｍ×6ｍ） 5,000円 

キッチンカー出店 1台                3,000円 

※出店決定後に納入していただきます。 

※納入後の返金は原則として行いません。 

 

７ 申込受付期間 

令和 8年 6月 22 日（月）～ 令和 8年 7月 9日（木）午後 5時まで 

 

８ 申込方法 

「出店申込書」及び「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」に必要

事項を記入のうえ、実行委員会事務局へ提出してください。 

【申込方法】 

・持参・郵送・FAX・電子メール 

※電話による申込みはできません。 

※提出書類に不備がある場合は受付できません。 

 

９ 出店決定 

申込締切後、実行委員会において審査を行い、出店の可否を通知します。 

※出店者全体打ち合わせ会議は行いません。（出店場所については実行委員会で決定さ

せていただきます。） 

【流れ】 書類審査→出店者多数の場合は抽選→出店者決定→通知 



 

10 臨時食品営業許可申請手続 

・飲食物を販売する場合は、出店者ごとに臨時食品営業許可の申請が必要となります。 

・申請に必要な書類は出店者ごとに食品衛生責任者を設置し、作成した申請書類を実行

委員会事務局へ提出願います。併せて申請手数料（4,000円）をお納めくださるよう

お願いします。 

・提出された申請書類は、実行委員会で取りまとめのうえ、保健所へ一括提出します。 

・調理加工を伴わない個別包装品の販売を行う場合は、営業届の提出が必要となる場合

がありますので、事前にご確認ください。 

・販売予定品目は、保健所への申請後に変更することはできません。 

・食品衛生法その他関係法令を遵守し、衛生管理を徹底してください。 

 

11 留意事項 

・販売品目は申込時に申請したものに限ります。 

・会場内で発生した盗難、事故、損害等について、実行委員会は一切責任を負いません。 

・販売価格の設定及び売上に関して実行委員会は関与しません。 

・天候その他やむを得ない事情により、イベント内容を変更または中止する場合があり

ます。 

・出店者は会場内の美化に努め、発生したゴミは各自で持ち帰ってください。 

・酒類を販売する場合は、事前に実行委員会へご相談ください。 

 

12 申込・問い合わせ先 

ふるさと上川ふれあい祭り実行委員会事務局 （阿賀町役場上川支所内） 

〒959-4505 新潟県東蒲原郡阿賀町豊川甲 236番地 

TEL：0254-95-2211 FAX：0254-95-2383 

メールアドレス: ebana_jin3659@town.aga.lg.jp 

担当：長谷川 ・ 江花 

mailto:ebana_jin3659@town.aga.lg.jp

